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 皆様、こんにちは！ 

市立八幡浜総合病院 越智です。「津波避難の最

後の時間を救助者のために―雄勝病院 の悲劇に学

ぶ」と題してお話します。 

なお、今回のスライドなどを掲載したウェブ資

料の URL を QR コードで示しますので、ご利用下

さい。 

 

 

はじめに。東日本大震災の後 12 年を経ました

が、震災の実態を新たに理解するさまざまな機会

があります。演者はスライドに示す NHK の番組

などから、強い衝撃を受けました。 

 

 

まず、昨年放送された NHK「あなたの家族は逃

げられますか？ ～急増"津波浸水域"の高齢者施

設」です。 
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この番組において、都道府県などが発表してい

る津波の浸水想定区域にある高齢者施設数は 

3820、このうち震災後に開設された施設は 1892

（うち 60％は 1m 以上浸水）に上ります。これら

の施設の入所者総数は 5 万人、うち自力で歩くこ

とが難しい要介護 3 以上は 3 万人と言われます。 

 

 

高知県のある老人保健施設では屋上、敷地内に 7

艇の津波救命艇を備えています。 

 

 

 

 

建てたばかりのこの施設の津波想定が 5m から

15m に変わり、地震から 20 分で建物すべてが水没

すると予想されています。苦肉の策として、津波救

命艇を導入し、併せて、16 億円と見積もられる移転

費用捻出に奔走中です。 
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また、隔月で津波救命艇を用いた避難訓練を繰り

返しています。 

 

  

次に、本年 3 月に放送された NHK「海辺にあっ

た、町の病院 震災 12 年 石巻市雄勝町」です。 

 

 

 

 宮城県石巻市雄勝町の病院の大津波被災の実態

が紹介されました。入院患者全員が死亡し、全 40

人中 35 人は病棟内で発見されています。当日病院

にいた職員 30 人中 24 人が死亡し、生存した 6 人

のうち 4 人は波に呑まれた後に生還しています。     

 
2004 年の宮城県地震被害想定では雄勝の想定津

波高は最高 5.9ｍ、病院の 2 階天井まで地上 6.8ｍ 

であり、3 階にある病棟への浸水は想定されていま

せんでした。また海抜 10ｍを超える屋上に上れば、
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職員が津波に巻き込まれることはないと考えられ

ています。なお、近隣住民の指定避難所となってい

る裏山までは 100ｍ、2~3 分の距離です。 

 
 

 

しかし、現実は次々と「想定外」を塗り替えて行

きました。地震直後の津波警報は 6ｍ、やがて女川

に 10m の津波来襲とは発表されます。雄勝湾でも、

高さ 5.9m の防潮堤を乗り越える津波が職員に目撃

されます。地震から想定の 32 分後より早く、津波

が病院へ到達し、短時間で 2 階、3 階へ浸水、やが

て屋上へ。最終的に 16ｍの大津波が病院を飲み込

みました。 



6 
 

 
 
 
 
 

 

番組では、生き残った関係者の証言と様々な思い

が紹介されました。ある住民が雄勝病院に駐車した

とたんに揺れ、直後に大津波警報。院外に出て来た

職員ら 15～20 人に「津波来るから逃げろ」と言い

ましたが、職員は「患者さんいるから逃げれねぇん

だ」と言って、戻って行きました。住民は指定避難

場所である病院の裏山へ上って助かりました。 

ある看護師は訪問看護先にいて、車では帰院でき

ませんでした。歩いてでも帰院し、入院患者避難を

手伝うべきであったかと自分を責めています。 

 
 

 

派遣の女子事務員は市職員に促され裏山へ避難

しましたが、生き残ったことに負い目があると言い

ます。 

非番であったのに病院へ行き死亡した看護師の

娘は、今の自分であれば家族のために逃げると思

う、子どもには「まずは自分の命を」と教えていま

す。 

食事を摂れなくなり入院したばかりの高齢の義
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母を波で亡くした住民は避難に尽力してくれた職

員に感謝していると言います。 

死亡した職員の妻が「逃げて構わない」というル

ールは作れないのかと言うと、息子は父が救助に加

わらずに生き残ったら、周りや自分自身からの非難

で一生苦しむと言われたが、納得できませんでし

た。 

 
 
 

 

勤務医師 2 人のうちの一人、副院長の思いを生存

者が伝えています。 

家族によると、普段から「病院は 3 階建てだから

大丈夫。どんな高い波でも 2 階までだから。最悪の

場合は屋上に上がって、そこから津波を眺めてやる

さ」と言っており、今回の途中までは津波が病棟や

屋上に来ないと考えていたことが伺われます。 

地震後いったん駐車場に出た時、近所の長老が

「津波さ来る、病院ではだめだ。早く逃げろ！」 こ

れに対し、「患者を置いて逃げられない。さあ、戻り

ましょう」と職員を促して院内へ戻りました。 
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うめきが飛び交う阿鼻叫喚の現場。「もうダメ

だ！ 屋上へ上がれ！」「患者を屋上へ」という副院

長の声が響いています。最後は「（職員は）上へ上が

れ」と患者避難支援の終わりを宣言しました。 

職員らは屋根にしがみつき、波に翻弄されながら

雄勝湾に流されて行きました。屋根に上って助かっ

た看護師は、離れていく別の屋根の上にいた副院長

が最後まで「頑張れよ！」と大声で皆を励ましてい

るのを聞いています。 

 
 

 

考察です。1）津波浸水域にあり、自力で避難でき

ない患者・入所者を預かる施設は立地および避難の

方策について真剣な検討が必要です。また、水難学

会としては、職員と患者・入所者全員のための「浮

き具」の準備をして下さることを望みます。2）水

難時の職員の死が当然であってはなりません。避難

支援に向かわない選択は許されべきであり、また避

難支援の最後の時間は患者・入所者から手を放し、

救助者自身を救助するために使われるべきです。 
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医療機関や施設で用いることのできる搬送器具

について紹介します。   

① イーバックチェアー。上階から下の階へ、被救 

助者を座らせた状態で、女性でも軽々と運ぶことが

できます。 

 

 

② エアーストレッチャー、バルブを開くと空気 

が流入し、クッションになります。少ない救助者

が水平方向、上方、下方への搬送を行うことがで

きます。優れた浮き具にもなります。 

 

 

③ ベルカ担架。救助者 1 人または 2 人で水平方 

向、上方、下方への搬送を行うことができます。 
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海上保安庁の資料です。 

 

 
 

 
 

海難または船舶から海へ転落した人がライフジ

ャケットを着用している場合、生存率が 3 倍以上に

なります。飛行機や船舶だけでなく、水辺に近い病

院や施設では職員と入院入所者のために人数分の

ライフジャケットを備えるべきではないでしょう

か。水難の恐れがある地域では老人の日のお祝いに

湯飲みでなく、ライフジャケットを贈ることを提案

します。 

 
 
 
 
 
 
 

雄勝病院の悲劇を知った今、以下のことを提案し

ます。 

1）想定外の津波への対策としての上方避難と病

院火災などの際の下方避難の両方に備えた訓練（＋

各種搬送手段の導入と使用訓練）が必要です。 
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2）津波が防潮堤を越えたなど、想定以上の津波

の予感があった場合、リーダーが、「身体の弱い職

員は裏山へ避難して」などと宣言し、職員全員での

対応でないことを明確にするべきではないでしょ

うか。病院や施設は女性が多い職場ではあります

が、「女性職員は全員避難」などの表現もあり得ま

す。 

職員全員で取り組んだ雄勝病院で、入院患者をほ

とんど有効に移動させられなかったことを思い起

こす必要があります。 

3）ライフジャケットを着用して避難支援を開始

する。浸水が迫った状況では、入院患者にジャケッ

トを着用させ、安定した浮き具に乗せたり掴まらせ

た状態を 1つのゴールとするべきかも知れません。 
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冷たい海に投げ出され、長時間海上で寒さに震え

た職員 4 人が生還されました。 

 

 

吉村 昭の「三陸海岸大津波」でも、津波に呑ま

れた後に「奇跡的に」生還できた例が幾つも紹介さ

れています。「Never Give Up!」を心に刻みましょ

う。 

 

 

法律的な側面について述べます。院長の妻が地方

公務員災害補償法による保障を求めました。しか

し、1972 年の自治省の解釈で、救助の職責を持っ

ているのは消防吏員や警察吏員のみであり、雄勝病

院職員が入院患者を救助するのは職責ではなく、大

変な「善行」ではあるが、その結果死亡したとして

も、補償の対象とはならないとのことでした。 
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演者がある法律家に、大津波などから患者様を救

助することで職員の生命に非常に大きな危険が予

想される場合に、職員が救助を諦め避難することに

法的な問題があるか？と質問を送りました。いただ

いた回答としては、 

1．明確な判断が示されている裁判例等は存在し

ない。 

2．刑事責任―保護責任者遺棄や業務上過失傷害

などの犯罪が問題となり得るが、この点については

刑法には緊急避難という正当防衛の類いの規定が

あり、医療者が避難したことが犯罪になることは

「ない」。 

3．民事上の責任―津波などのような災害が生じ、

職員個人が患者等を助けなかったことで責任を問

われることはない。ただ、その法的な根拠は明確で

はない。 
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民事責任を問われる前提として、なんらかの義務

違反が必要ですが、緊急時に患者を避難させること

が、医療従事者の業務なのかは明確ではありませ

ん。医療は病気の治療がメインであり、子どもを預

かる小学校とは役割が異なるとのことでした。 

 
 
 
 

 

蘇生医療などに携わった演者としては、過剰な道

義的責任により職員の生命が失われことを疑問に

思います。 

日本の鉱石運搬船かりふぉるにあ丸が 1970 年、 

千葉県沖で沈没し、船長が運命を共にしました。船

長が船と共に死ぬことを選んだ背景には、当時の船

員法第 12 条に「船長の最後退船義務」が規定され

ていたこと、太平洋戦争において艦長が船と共に死

ぬことが事実上不文律化していたことが挙げられ

ています。スティーブ・ジョブスの伝説のスピーチ

になぞらえ、 「卑怯であれ、人の命にハングリーで

あれ」と訴えたいと思います。 
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結論です。 

1．津波浸水域にある病院・施設の真摯な準備が

必要であること、2．津波避難時の職員の死が当然

であってはならないこと、3．津波に巻き込まれた

後にも、希望を捨てずに生き延びる努力をと強調さ

せていただきます。 

以上、ご静聴有難うございました。 

 


